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未来を描こう、笑顔でつなごう 
本日 第 889 回 2023 年 5 月 16 日(火曜日) 

品野台カントリークラブ／喜楽梅むら 
 

前回 第 888 回例会 2023 年 5 月 9 日（火曜日) 

トヨタ博物館 小ホール 

会 員 総 数 16 名    出 席 者 9 名    出 席 率  68.75% 

 

【会⾧挨拶】 

会⾧ 神谷 恵理 
皆さん、こんにちは。 

本日は、⾧久手市社会福祉協議会の方に卓話にお越し頂きました。 

後程、お話しはして頂ける事とは思いますが、福祉協議会ついては HP に下記のように紹介

されていますので参考にして下さい。 

 

【福祉協議会とは?】 

 人と人のつながりを大切に、誰もが、住み慣れた地域で安心した暮らしができるように 、福

祉のまちづくりをめざして、地域の住民やボランティア、民生委員児童委員、福祉、 保健など

関係機関・団体、行政機関の参加を得て活動する民間の社会福祉団体です。 

 民間としての「自主性」と住民のみなさんや社会福祉関係者に支えられた「公共性」を もつ団体です。 

 社会福祉法に「地域福祉の推進を目的とする団体」と規定されている社会福祉協議会は、 都道府県・全国の市町

村に設置されており、略して『社協』と呼ばれています。さらに、 連合体として、全国社会福祉協議会があります。 

 

そして、令和 5 年 4 月から、色々な法律が変わってきている感じがしております。 

いくつかある中の一つを紹介させて頂きます。 

 

 



 

【農地取得時における「下限面積要件」は、令和 5 年 4 月 1 日から撤廃されます。】    今までは、農地を取得する

にあたり、取得しようとする農地の面積+現在の自作地の合計が原則 5 反（5000 ㎡以上）なければ取得できないと

いう要件がありましたが、その要件が撤廃されます。これによって実務上、その要件を満たすために、今までは他の農地に利

用権を設定するなどして要件を満たして、農地法 3 条申請をしていましたが下限面積要件を撤廃することによって、要件

を満たさない場合でも農地を取得することができるようになりました。この改正の目的は、高齢化が加速する中、農業従事

者の数は減少する一方であり、遊休農地の解消や、効率的に農業を発展させていくため、多様な人材に農業へ従事い

ただく施策の一つとして、実施されるものです。 

 

この様に、今から色々な法律等も変わっていくかと思われますので、今後も会員の皆様と色々な情報を共有出来ていけた

らと考えております。 

短いですが、情報の提供をもって、本日の会⾧挨拶とさせて頂きます。 

ありがとうございました。 

 

【ニコボックス】 

 

 

 

 

 

本日は⾧久手市社会福祉協議会ボランティアセンターより輿石様・髙木

様ようこそおいで下さいました。皆様、宜しくお願い致します。 
神谷 恵理 

ボランティアセンター輿石様・髙木様ようこそ。田中さんお誕生日おめでと

う。 
伊藤 広治 

本日もよろしくお願いします。 田中 信子 

前回例会は大変失礼いたしました。本日も宜しくお願い致します。 丹羽 司一 

田中さんお誕生日おめでとうございます。本日もよろしくお願いします。 寺島 五雄 

⾧久手市社会福祉協議会ボランティアセンター輿石様・髙木様ようこそ。 

田中さんお誕生日おめでとうございます。 
山田 文明 

本日も宜しくお願い致します。 

“ご苦労さん（5+9）-（6+3）も 5-9+6+3 共に 5 縁がありますね“ 
小谷 恒夫 

田中さんお誕生日おめでとうございます。本日も宜しくお願いします。 日野 典子 

本日も宜しくお願い致します。 大橋 良宣 



 

【米山記念奨学金 5 月分授与】      

米山記念奨学生 

スエブブンプラドウアン タナクリットくん 

 

 

 

 

 

 

 

【祝福 5 月】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【クラブフォーラム 「⾧久手市社会福祉協議会ボランティアセンターよりご挨拶とお願い」】  

⾧久手市社会福祉協議会ボランティアセンター⾧ 輿石 亮 様 
⾧久手市社会福祉協議会ボランティアセンター   髙木 厚志 様 

 

5/10 田中 信子さん 


